
京 都 大 学 事 務 組 織 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（事務本部） 

第４条 事務本部に、別表１左欄に掲げる部を置

き、部に同表右欄に掲げる課又は室を置く。 

 

２ 前項の部に部長を、課に課長を、室に室長を置

く。 

３ 前項に定めるもののほか、第１項の部に次長を

置くことができる。 

 （中 略） 

（職責） 

第１０条 事務本部に置く部の部長は、総長及び担

当理事又は副学長の監督の下に部の事務を掌理

し、共通事務部の部長は、別表２第３欄に掲げる

部局の長の監督の下に共通事務部の事務を掌理

し、部局事務部及び部局事務室の長は、当該部局

の長の監督の下に当該事務組織の事務を掌理す

る。 

２～１０ （略） 

 （中 略） 

附 則（平成２５年達示第９号） 

１ この規程は、平成２５年４月１日から施行す

る。ただし、第１２条を削除する規定中第１４項

を削除する規定は、平成２５年７月１日から施行

する。 

２ 改正後の第８条の規定は、平成２９年３月３１

日限り、その効力を失う。 

 （中 略） 

 

 

 

別表１（第４条関係） 

部 課・室 

総務部 総務課 

法務・コンプライアンス課 

事務改革推進室 

人事課 

渉外課 

企画・情報部 企画課 

広報課 

国際交流課 

情報推進課 

情報基盤課 

（略） 

研究推進部 研究推進課 

産官学連携課 

 

（事務本部） 

第４条 事務本部に、別表１左欄に掲げる部及び監

査担当事務室を置き、部に同表右欄に掲げる課又

は室を置く。 

２  

 

３  

 

 

（職責） 

第１０条 事務本部に置く部の部長及び監査担当事

務室長は、総長及び担当理事又は副学長の監督の

下に部及び監査担当事務室の事務を掌理し、共通

事務部の部長は、別表２第３欄に掲げる部局の長

の監督の下に共通事務部の事務を掌理し、部局事

務部及び部局事務室の長は、当該部局の長の監督

の下に当該事務組織の事務を掌理する。 

２～１０ （同 左） 

 

附 則（平成２５年達示第９号） 

１ （同 左） 

 

 

 

２ 改正後の第８条の規定は、平成３０年３月３１

日限り、その効力を失う。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

別表１（第４条関係） 

部・室 課・室 

総務部 総務課 

法務室 

広報課 

人事課 

渉外課 

企画・情報部 企画課 

 

国際交流課 

情報推進課 

情報基盤課 

（同 左） 

研究推進部 研究推進課 

産官学連携課 

監査担当事務室 ― 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 
 

別表２（第５条及び第６条関係） 

１ 共

通事務

部 

２ 課・セ

ンター 

３ 部局 ４ 部局事

務部・事務

室 

５ 

課・室 

本部構

内（文

系）共通

事務部 

総務課 

経理課 

（略） 

総合博物館 総合博物館

事務室 

― 

（略） 

（略） 

吉田南

構内共

通事務

部 

総務課 

経理課 

 

（略） 

物質―細胞

統合システ

ム拠点 

高等研究院 

高等研究院

等事務部 

― 

医学・病

院構内

共通事

務部 

経理・研究

協力課 

医学研究科 

放射線生物

研究センタ

ー 

医学研究科

事務部 

― 

医学部附属

病院 

医学部附属

病院事務部 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

北部構

内事務

部 

総務課 

管理課 

経理課 

施設安全

課 

教務・図書

課 

理学研究科 

生態学研究

センター 

理学研究科

事務部 

― 

農学研究科 

フィールド

科学教育研

究センター 

農学研究科

等事務部 

― 

基礎物理学

研究所 

基礎物理学

研究所事務

部 

― 

数理解析研

究所 

 

 

 

数理解析研

究所事務部 

― 

野生動物研

究センター 

野生動物研

究センター

事務室 

 

 

 

 

― 

（略） 

 

別表２（第５条及び第６条関係） 

１ 共

通事務

部 

２ 課・セ

ンター 

３ 部局 ４ 部局事

務部・事務

室 

５ 

課・室 

本部構

内（文

系）共通

事務部 

総務課 

経理課 

（同 左） 

総合博物館 総合博物館

事務部 

― 

（同 左） 

（同 左） 

吉田南

構内共

通事務

部 

総務課 

経理課 

 

（同 左） 

高等研究院 高等研究院

事務部 

 

 

― 

医学・病

院構内

共通事

務部 

経理・研究

協力課 

医学研究科 医学研究科

事務部 

 

 

― 

医学部附属

病院 

医学部附属

病院事務部 

（同 

左） 

放射線生物

研究センタ

ー 

放射線生物

研究センタ

ー事務部 

― 

（同 左） 

北部構

内事務

部 

総務課 

管理課 

経理課 

施設安全

課 

教務・図書

課 

理学研究科 

 

理学研究科

事務部 

 

― 

農学研究科 

 

 

 

農学研究科

事務部 

― 

基礎物理学

研究所 

基礎物理学

研究所事務

部 

― 

数理解析研

究所 

数理解析研

究所事務部 

― 

生態学研究

センター 

生態学研究

センター事

務部 

― 

野生動物研

究センター 

野生動物研

究センター

事務部 

― 

フィールド

科学教育研

究センター 

フィールド

科学教育研

究センター

事務部 

― 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 
桂地区

（工学

研究科）

事務部 

総務課 

管理課 

教務課 

学術協力

課 

経理事務

センター 

工学研究科 

福井謙一記

念研究セン

ター 

― ― 

（略） 

 

別表３（第８条関係） 

１ 事務

組織 

２ 特命事項 ３ 設置

組織・職 

４ 必要

事項を定

める者 

総務部 報道に係る事務（法

務・コンプライアン

ス担当の副学長の

所掌に属する事務

のうち、総務部長が

掌理するものに限

る。）について、総

務部長を助け、及び

整理すること。 

報道担当

課長 

総務部長 

監査に係る事務に

ついて、総務部長を

助け、及び整理する

こと。 

監査室担

当課長 

個人情報保護及び

情報公開に係る事

務に関し、法務・コ

ンプライアンス課

長を助け、及び管理

すること。 

法務・コン

プライア

ンス課個

人情報保

護・情報公

開室長 

総務部法

務・コンプ

ライアン

ス課長 

 

 

 

 

 総務部人

事課長 

医学研究科及び医

学部附属病院に係

る人事事務に関し、

人事課長を助け、及

び管理すること。 

人事課医

学・病院人

事事務室

長 

（略） 

教育推

進・学生

支援部 

 

学生の就職活動の

支援に係る事務に

ついて、学生課長を

助け、及び整理する

こと。 

学生課キ

ャリアサ

ポート主

幹 

教育推

進・学生支

援部学生

課長 

教育の情報化に係 教務企画 教育推

桂地区

（工学

研究科）

事務部 

総務課 

管理課 

教務課 

学術協力

課 

経理事務

センター 

工学研究科 ― ― 

福井謙一記

念研究セン

ター 

福井謙一記

念研究セン

ター事務部 

― 

（同 左） 

 

別表３（第８条関係） 

１ 組織 ２ 特命事項 ３ 設置

組織・職 

４ 必要

事項を定

める者 

総務部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護及び

情報公開に係る事

務に関し、法務室長

を助け、及び管理す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法務室情

報公開主

幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部法

務室長 

職員の人材育成に

係る事務に関し、人

事課長を助け、及び

管理すること。 

人事課人

材育成室

長 

総務部人

事課長 

医学研究科及び医

学部附属病院に係

る人事事務に関し、

人事課長を助け、及

び管理すること。 

人事課医

学・病院人

事事務室

長 

（同 左） 

教育推

進・学生

支援部 

 

 

 

 

 

 

教育の情報化に係

 

 

 

 

 

教務企画

 

 

 

 

 

教育推



改   正   前 改   正   後 
る事務に関し、教務

企画課長を助け、及

び管理すること。 

課教育情

報推進室

長 

進・学生支

援部教務

企画課長 

    

 

 

 

 

 

 

本部構内

（文系）

共通事務

部 

当該構内における

図書事務の改革に

ついて、当該共通事

務部長を助け、及び

整理すること。 

図書担当

課長 

本部構内

（文系）共

通事務部

長 

北部構内

事務部 

当該事務部が処理

する別表２第３欄

に掲げるセンター

に係る事務のうち

特定の事項の事務

に関し、当該事務部

長を助け、及び管理

すること。 

センター

担当課長 

北部構内

事務部長 

（略） 

 

別表４ 

別表５ 

る事務に関し、教務

企画課長を助け、及

び管理すること。 

課教育情

報推進室

長 

進・学生支

援部教務

企画課長 

研究推進

部 

産業連携、地域連

携、プロジェクト事

業等の推進等に関

する専門的事務に

関し、産官学連携課

長を助け、及び管理

すること。 

連携推進

室長 

研究推進

部産官学

連携課長 

本部構内

（文系）

共通事務

部 

当該構内における

図書事務の改革に

ついて、当該共通事

務部長を助け、及び

整理すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書担当

課長 

本部構内

（文系）共

通事務部

長 

（同 左） 

 

別表４ 

別表５ 

 

（略） （同 左） 


